
　会員の皆さまには、お健やかに新春をお迎え

のこととお慶び申し上げます。

　日頃は、会運営に対し力強いご理解、ご協

力をいただき、深謝いたしております。本年も、

行政書士制度の推進、組織の充実発展をめざ

し、しっかりと働いてまいります。さらなるご指

導、ご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。

　ところで、昨年頭には、すべてにシンプルを

モットーに、飛躍するお話をさせていただきまし

た。その上で大切な事の一つに、「相対評価か

ら絶対評価への覚醒」を挙げることができます。

人は絶対的なレベルで自己評価を行うのではな

く、相対的に自らを評価してしまう特性を持っ

ているそうです。心理学者は、「相対的剥奪」と

定義しています。そこから目覚めることで、より

良い人生を求めよう、ということを取りあげたい

と思います。

　ここからは、可能な限りシンプルに、わかり

やすく。中学生までは常に学年で最優秀、市

内でもトップクラスの成績の神童が、超難関校

に進んだことで、自分よりもはるかに優秀な人

物に出会い、なんとなく勉強が面白くなくなり

ました。そのまま三流といわれる大学に進学し

ましたが、そこではすべての試験でトップを修

め、アメリカに留学する機会を得て、一気に優

越感に浸り、帰国後は自信にあふれ、勉強す

ることが面白くてたまらなくなったそうです。し

かし、学歴偏重の世の中、三流大卒は、三流

会社への道しかありません。再び自信を喪失し

ますが、これが結果として良い帰結となりまし

た。その会社の中では、何事も好成績、常に

自分を優位に立たせることができたのです。

好循環が好循環を呼び、最終的には、その

会社のトップにまで登りつめました。

　もし仮に、この人物が、背伸びをして偏差

値の高い大学に入り、一流と呼ばれる企業

に就職していたら、その特性からみて、全く

正反対の結果となっていたことでしょう。人

は周囲の環境に大きく影響されます。それな

のに、ほとんどの人は、本当に能力を活か

せる場所を避けてしまう傾向にあるそうです。

こうしたことは、米国の大学での学位取得状

況調査において、顕著に表れており、絶対

数ではハーバードに及ばない様々な学位取得

も、ハーバードの成績下位グループは、三流

校の上位グループのそれに、到底追いつけな

いようです。

　人は、同じ船に乗り合わせた人と自分を比

べがちです。それが自分自身の絶対的な力を

見失わせます。自分の中に絶対的な価値観

の物差しが出来れば、他人との比較ではなく、

自分が到達したいレベル、満足できるレベル

と比較するようになり、幸せへの最短距離と

なるはずです。

　幸せな人生を送るためにいるべき『場所』。

皆さん、いかがですか！？

　私たちが今いる場所、『行政書士制度』の

高邁な理想を誇りながら、一層の充実発展

を実現する躍進の年にしたいと思います。

　会員の皆様はもとより、ご家族様、関係

者の皆々様のご健勝、ご多幸をお祈り申し上

げ、新年のご挨拶といたします。

茨城県行政書士会

会長　國井　豊

謹　賀　新　年
チャレンジ２０１５！
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　平成２７年の新春を迎え、謹んで新年のご挨
拶を申し上げます。
　日頃より、全国の行政書士会及び会員の皆
様におかれましては、本会の事業運営にご理
解、ご協力を賜わるとともに、行政書士制度の
発展にご尽力いただき、心より御礼申し上げます。
　
　昨年は、私たち行政書士にとって長年の悲
願であった行政不服申立ての代理権付与に関す
る改正行政書士法が施行されました。また、会
館を東京都港区虎ノ門に移転し、制度の歴史
の中でも大きな節目となった一年でした。
　会長職を仰せつかってからこれまでの間、コ
ンプライアンスを徹底しつつ、業務の適正化に
努めてまいりました。加えて、官民からの業務
受託の根拠の明確化、コスモス成年後見サポー
トセンターの立上げ、認証ＡＤＲセンターの拡大、
東日本大震災の復興対策、日行連自動車ＯＳＳ
システムの開発、研修コンテンツのＶＯＤ化によ
る受講機会の拡大など、制度の確立に取り組
むとともに、その時々の社会的要請が強い課題
にも応えてまいりました。会員の皆様をはじめ
とする関係者の方々のご支援をいただいたこと
で、多くのものを次世代に形として残せたので
はないかと思っています。これも一重に会員の
皆様のご理解の賜物と、重ねて感謝申し上げ
る次第です。

　新たな年を迎え、これまで推し進めてきた事
業を踏まえつつ、本年は特に、総務省、日本
弁護士連合会、学識者、各単位会等のご協力
をいただきながらプログラム実施準備を進め、
本年１０月を目処に特定行政書士の誕生を目指
している特定行政書士法定研修の実施を大き
な柱に、制度の中長期的課題・方向性をまとめ
た「政策大綱」（グランドデザイン）に基づき、継
続的かつ喫緊に取り組むべき事項について、道

筋を付けてまいりたいと思います。
　法改正については、長年の悲願であった
行政不服申立て代理権の付与が実現したとこ
ろですが、制度に対する社会的な要請により
いっそう応えてゆくべく、制度の目的規定等
の整備及び会費滞納者への対応並びに成年
後見制度利用促進における行政書士の参画・
活用・申立て代理及びＡＤＲ手続き当事者代
理等について、引き続き要望してまいります。
　業務環境の確立にあたっては、業務ごとの
専門性の向上（マイスター制度）に向けた検討
を継続するとともに、自動車保有関係手続の
ワンストップサービス（ＯＳＳ）の中間登録展開
や就業規則作成業務をはじめとする業際問
題等に対しては、関係各所及び学識者等と
連携して適切な対応を続けるとともに、中小
企業の経営支援、知的資産経営支援等にも
引き続き注力してまいります。
　また、業務部の組織形態及び名称、参与
制度の導入を改めて検討するとともに、制度
の調査・研究及び対応を図る専門的な部署
（制度調査室など）の設置実現に向け、業務
執行体制や組織の見直しの具体的な検討を
進めます。

　国民の皆様からの制度に対する期待に応
えることは、そのままさらなる制度の飛躍へ
とつながります。国民の皆様の声をしっかり
と受け止め、会長として全国会員の先頭に立
ち、なすべきことに道筋を付けることをお約
束します。この新たな年が茨城県行政書士
会及び会員の皆様にとって大きな発展の年と
なりますように祈念して、年頭のご挨拶とさ
せていただきます。

日本行政書士会連合会

会長　北山　孝次

行政書士制度の飛躍の年に
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　あけましておめでとうございます。
　皆様にはすがすがしい新春をお迎えのこととお
慶び申し上げます。
　國井会長さんをはじめ、茨城県行政書士会の
皆様には、身近な街の法律家として、日頃から本
県の円滑な行政運営に多大なるご支援、ご協力を
賜っておりますことに、厚く御礼申し上げます。
　さて、昨年は、地方にとってまだまだ厳しさが
残る一年でありましたが、本県においては、一昨
年に続き、上期の工場立地件数や面積が全国第
一位となるなど、明るい兆しも見えてきております。
　本年は、震災からの復興はもとより、本県を
着実に発展させていくための重要な年であります。
引き続き、行財政改革を進めながら、「人が輝く 
元気で住みよい いばらき」づくりに取り組みます
とともに、人口減少・超高齢社会の到来に備え、
地域の活性化に向けて地方創生に全力を尽くして
まいります。
　まず、働く場の確保や交流人口の拡大に向け
て、引き続き、広域交通ネットワークの整備や企
業誘致を進めますとともに、最先端科学技術の
拠点づくりや中小企業の振興、儲かる農業の実
現、観光の振興などに一層力を入れ、「元気ない
ばらき」づくりに取り組んでまいります。
　次に、喫緊の課題である福祉や医療の充実に
向けて、結婚・子育て支援をはじめ、医師確保
や救急医療体制の整備、高齢者の健康・生きが
いづくりや障害者の自立支援、霞ヶ浦の浄化など、
安全・安心・快適な生活環境の実現に取り組み、

「住みよいいばらき」づくりを進めてまいります。
　また、将来のいばらきづくりの基本となる人づく
りのため、少人数教育の一層の推進や理数教育・

国際理解教育の充実を図りますとともに、道徳・
郷土教育の推進、いじめ対策などを通じて、未来
を担う子どもたちを心身ともに健やかに育むなど、

「人が輝くいばらき」づくりを推進してまいります。
　さらに、「世界に開かれたいばらきづくり」「女
性や若者がいきいきと活躍できる環境づくり」「県
北地域の振興」などに特に力を入れて取り組んで
まいります。
　近年、より多様化・高度化する県民のニーズに
迅速かつ的確に対応し、県民の権利や利益を保
護しながら行政を効率的に進めていくためには、
行政書士の果たす役割がますます重要となってお
り、昨年には、行政書士法の改正により、行政
書士が不服申立ての手続を代理できることとされ
たところです。
　こうした中、茨城県行政書士会におかれまして
は、会員の資質と実務能力の向上に努められます
とともに、市町村と災害時の支援協力協定を締結
されるなど、行政書士制度の普及に積極的に取り
組まれており、県といたしましても大変心強く感じ
ている次第です。
　皆様方には、今後とも、生活に密着した法務サー
ビスの提供などにより、地域住民と行政との架け
橋として、これまで以上にご活躍されますことをご
期待申し上げます。
　結びに、茨城県行政書士会のますますのご発
展と、皆様方のご健勝・ご多幸をお祈りいたしま
して、新年のあいさつといたします。

名誉会員御挨拶

茨城県知事

橋本　昌
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　あけましておめでとうございます。
　茨城県行政書士会の会員の皆様におかれましては、
輝かしい新春をお迎えのこととお喜び申し上げます。
　また、日頃より市民と行政の間に立ち、市民の権利義
務、事実証明等に関する重要書類の作成業務を通じて、
本市の各種施策の推進に多大なるご協力を賜っておりま
すことに深く感謝を申し上げます。社会生活の複雑化・
高度化が著しく進展する中、皆様のご活躍の場がさらに
広がっていくことを期待いたしますとともに、今後ともご
支援とご助言を賜りますようお願い申し上げます。
　さて、本市では昨年、市民の皆様とともにつくり上げ
た水戸市第６次総合計画―みと魁プラン―に描く将来ビ
ジョンの実現に向け、各種施策に精力的に取り組み、力
強いスタートを切ることができたものと考えております。
本年はさらに弾みをつけ、活力ある県都、北関東をリー
ドする都市として、さらなる飛躍を目指してまいります。
　そのためにも、人口減少、超高齢社会の到来といっ
た時代の課題に対応できる持続可能な都市構造として、
都市中枢機能の集積を図ったコンパクトシティの実現が
必要であり、まちなか交通ネットワークの確立や企業の
立地促進、まちなか居住の促進などに総合的に取り組
んでいく考えです。また、本市の重要課題である市役所
新庁舎や新ごみ処理施設などの大型プロジェクトについ
ては、しっかりと財源を確保し、将来世代に負担を残さ
ないよう、健全な財政基盤の堅持に努めながら、早期
整備に取り組んでまいります。
　今後とも、皆様との厚い信頼とパートナーシップのも
と、市民と行政との協働により、訪れてみたい、住んで
みたいと思われるような、魅力あるまち、水戸に住む全
ての人が安心して暮らし、幸せを感じることのできるまち
の実現に全力を尽くしてまいりますので、一層のご支援
とご協力をお願い申し上げます。
　この一年が、茨城県行政書士会の皆様にとりまして実
り多い年でありますようお祈り申し上げまして、新年のご
あいさつといたします。

　新年あけましておめでとうございます。茨城県行政書
士会会員の皆さまにおかれましては、清々しく新春をお
迎えのことと心からお慶び申し上げます。
　先ず、昨年12月の衆議院総選挙におきまして、皆様
方の多大なるご支援を賜りましたことに心より御礼申し上
げます。お陰様で再び国政の重責を担うこととなり、内
外の諸課題に積極的に取り組むとともに、皆さまの代弁
者として、「地方の声の響く政治」の実現のために全力を
尽くす所存でございます。
　行政書士の皆さまには、近年社会情勢がますます複
雑・多様化していることに伴う住民ニーズの高度化に的
確に対応した、行政手続の専門家としての大きな期待が
寄せられております。
　そのような中で、契約書をはじめとする各種の権利義
務・事実証明に関する書類作成代行はもとより、行政へ
提出する許認可等についての相談から手続き代理までの
幅広い業務を行っております。また、県内各市町村にお
いて無料相談会を実施し、ADRや成年後見人制度など
の社会貢献活動にも着目していることは、まさに頼れる
「身近な街の法律家」としての役割を存分に果たされてお
ります。
　国会における行政書士に関する立法では、昨年の通
常国会で私が所属しておりました衆議院総務委員会より
行政書士法の改正が提案され、長年の悲願でありまし
た行政不服申立ての代理権が一定の研修課程を修了し
た特定行政書士に付与されることになりました。これに
よって、皆様方の豊富な知識と経験を行政不服申立ての
手続に活用することができることとなり、行政書士制度
が一層国民の利便性の向上に資するものになったと確信
しております。
　私も、茨城県行政書士会の顧問として、行政書士制
度の更なる発展のため尽力してまいる所存であります。
　皆様方におかれましては、業務向上のために更に研鑽
され、新たな分野における活躍と行政書士制度の一層
の発展のための大いなる飛躍の年となりますことをご祈
念いたします。

顧問御挨拶

水戸市長

高橋　靖

衆議院議員

田所　嘉徳
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　新年あけましておめでとうございます。
　茨城県行政書士会の皆様方には、健やかな新年をお
迎えのこととお慶び申し上げます。
　昨年１２月の県議会議員選挙の結果、引き続き議員を
させていただくこととなりました。今後も『身近なことに
全力投球』を基本に全力を尽くしてまいりますので、宜し
くお願いいたします。
　行政書士の皆様方におかれましては、地域の方 と々行
政の架け橋として、行政機関への提出書類の作成はもと
より、多様なコンサルティング業務などを通じ、住民生
活の向上や行政運営の円滑化に重要な役割を果たされ
ておりますことに、深く敬意を表する次第でございます。
　さて、我が国におきましては、人口減少・超高齢社会
の到来や地域間格差の拡大、あるいは高度情報化の進
展など様 な々要因により、社会全体が大きく変化しようと
しております。そうした社会情勢の変化などを受け、行
政サービスに対する住民のニーズが多様化、高度化する
ことに伴い、行政手続について確かな知識と高度な専門
性を有する行政書士への期待はますます高まっておりま
す。
　このような中、茨城県行政書士会におかれましては、
県庁や県内各地域において無料相談会を開催するなど、
行政書士制度の一層の定着に精力的に取り組まれてい
るとともに、日本政策金融公庫と業務協力の覚書を締結
されるなど、県民へのサービス提供体制の更なる充実強
化を図られており、誠に心強い限りでございます。
　今後とも、たゆまぬ研さんを積まれ、誇り高き職業で
ある行政書士がこれまで以上に社会に貢献されていくこ
とをご期待申し上げます。
　結びに、國井会長のもと１千名余の会員の皆様が一
致団結され、茨城県行政書士会が今後ますます発展さ
れますことをご祈念申し上げますとともに、会員の皆様
方におかれましては、幅広い業務分野に精通し、行政
手続全般に関する法的知識を身につけた「勝ち残る行政
書士」としてより一層ご活躍され、素晴らしい一年となり
ますよう心からお祈り申し上げまして、新年のご挨拶とい
たします。

　新年あけましておめでとうございます。茨城県行政書
士会の皆様におかれましては益 ご々健勝にてご活躍のこ
ととお喜び申し上げます。
　日本は少子高齢化社会を迎え、行政において福祉行
政の重要性が増しており国民が官公庁に書類を提出する
機会が増えてきています。又、複雑多様化する行政手続
きにおいては、手続き書類の作成に高度かつ専門的な
知識が必要となることから、官公庁に提出する書類を正
確・迅速に作成し国民生活の向上に寄与する行政書士
に対する国民の期待も高まってきています。茨城県行政
書士会におかれましては、「頼れるまちの法律家」「身近
に行政書士がいる安心」「おまかせください行政書士」な
どのキャッチコピーで官公庁だけではなく、一般企業に
もポスターを掲示するなど積極的なＰＲ活動をされている
ことから、非常に親しみやすく茨城県民にとっては欠か
すことのできない存在となっています。
　又、東日本大震災の経験から水戸市や北茨城市など
の自治体と、大規模災害時に自治体からの要請におい
て無料相談窓口の設置や被災自治体への会員派遣など
の災害協定の締結も積極的に行うといった行政書士業務
による被災者支援活動も精力的に行っています。
　これからも國井豊会長をはじめ茨城県行政書士会の
会員の皆様におかれましては、法律や許認可申請のエキ
スパートとしての高い専門性を活かし生活に密着した法
務サービスを提供する国民と行政との絆となり、国と暮
らしを豊かにする行政書士として益 ご々活躍されますこと
を心から念願し年頭のご挨拶とさせていただきます。

茨城県議会議員（副議長）

藤島　正孝
参議院議員

岡田　広
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　新年あけましておめでとうございます。皆さま方には
清 し々い新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。
　茨城県行政書士会の皆さまが、この一年、國井会長
を先頭に、地域に密着し、生活の様々な課題を解決さ
れるお姿を思い、心から敬意を表しますとともに、なお
一層のご活躍をお祈り申し上げます。
　平成２6年の流行語大賞・年間大賞は、お笑いコンビ・
日本エレキテル連合の「ダメよ～、ダメダメ」が選ばれまし
た。さて、この流行語をどのように捉えるのでしょうか。
ある人は、「タブーに触れる背徳の魅力がある」と。また、
「この言葉が子どもたちの間で大流行しているのは、彼
らが大人の社会のタブーに敏感だから」とも話しているよ
うです。もし本当にタブーであるとすれば、タブーを白日
にさらした軽い明るさを高く評価したいと思います。
　その意味で、私たちもまた時代の潮流に敏感である必
要がありそうです。加えて、人の心を捉える言葉を発する
ことは更に難しい。共感の心のヒダを捉えるには、きっ
と深い呻吟の後の純化された言葉が必要です。あらため
て魂を揺り動かすような真実の言葉に触れ、発する努力
をして参りたいと思います。
　「あなたの街の法律家」である行政書士の皆さまもま
た「言葉」の力により信頼を醸成し、力ある「言葉」によっ
て困難な交渉を成し遂げられていることでしょう。時に、
皆さま方は、顧客の人生相談をしているのかもしれませ
ん。そこに顧客との信頼関係を垣間見る思いです。
　私は、行政書士の皆さまこそが地道にして信頼の地域
の羅針盤であり、地域の知恵袋であると思っています。
　茨城県内にあって、皆さまには多くの市民がお世話に
なりますことに心から感謝申し上げます。とともに多く
の課題を解決する知識と知恵のご活躍を願ってやみませ
ん。
　結びに、茨城県行政書士会の益々のご発展と皆さま
のご健勝ご多幸を心よりお祈り申し上げ、新春のご挨拶
とさせて頂きます。

　謹んで新春のご挨拶を申し上げます。
　茨城県行政書士会の先生方には、輝かしい新年をお
迎えの事と心よりお慶び申し上げます。
　また、日頃より茨城県行政書士会の先生方には変わ
らぬご厚情をいただいておりまして、御礼を申し上げます
と共に、昨年末の茨城県議会議員選挙におきまして茨
城県行政書士政治連盟からご推薦を頂戴し、温かいご
支援をいただきまして、心より感謝申し上げます。これか
らも新しい茨城を創っていくために、さらに強い県議会
議員になれるよう力を尽くしてまいりますので、何卒ご指
導の程よろしくお願い申し上げます。
　さて、行政書士の先生方は相続や遺言、各種契約、
許認可手続など生活全般にわたる各種手続に広く携わっ
ておられます。近年、社会経済が複雑多様化する中、県
民の権利や利益を保護し、行政との架け橋となっている
皆様の役割はますます重要になっていくものと考えてお
ります。茨城会も会員数が1,100名を超え、常設の市民
相談センターや県内各所での無料相談会を実施され、ま
た６市１村と災害時支援協定を締結されるなど県民によ
り身近な存在として活動しておられることを本当に心強く
感じております。
　昨年末は総選挙も施行され、日本の景気回復が大き
く期待される結果となりました。私もアベノミクスの効果
を茨城の隅々にまで浸透させられるよう、精一杯働かせ
ていただきます。尚一層のご指導を賜りますようお願い
申し上げます。
　結びに、茨城県行政書士会の益々のご発展と皆様方
のご健勝とご多幸をご祈念申し上げますとともに、会員
の皆様にとって素晴らしい一年でありますことを心よりお
祈り申し上げ、新年のご挨拶といたします。

茨城県議会議員

舘　静馬
茨城県議会議員

八島　功男
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　茨城県行政書士会の皆様、新年明けましておめでとう
ございます。国井豊会長をはじめ会員の皆様には、平成
27年の新春を健やかにお迎えのこととお喜び申し上げま
す。また、日頃より多大なご支援とご協力をいただきあり
がとうございます。昨年１２月に行われた茨城県議会議
員選挙におきましては、本会よりご推薦をいただき、県
内屈指の激戦区つくばにおいて16,974票という大きなご
支持を賜り、２期目の当選を果たすことができました。
微力ではございますが、本年も本会の発展のために一所
懸命に活動していく所存でありますので、今後ともご指
導賜りますようお願い申し上げます。
　さて、情報公開社会・高度情報化社会と言われる中、
官公署においても提出する書類のＩＴ化が進められてい
ます。電子申請システムの導入による手続きの単純化に
よって、行政書士を通さなくても県民が自分で行うこと
ができるようになったものも少なくありません。近年にお
いてその状況が急速に進んでいることを感じております。
一方で、県民の行政サービスに対する需要は高度化、多
様化しております。また、単純な電子申請に変更できな
い、複雑な許認可申請などの行政手続きもまだまだ多い
のも現状であります。こうした中、行政手続きのスペシャ
リストとして、その豊富な知識を駆使し、諸手続きに関
する情報に付加価値を付け、行政庁と交渉ができるとい
うことが、行政書士のもつ大きなアドバンテージでもあり
ます。今後も「街の法律家」であります行政書士の皆様に
おかれましては、多様化する県民ニーズに的確に対応し
ながら、県内各地における「無料相談会」の開催をはじめ、
県民と行政のパイプ役として大きなご活躍を期待しており
ます。
　今後とも、行政手続きのスペシャリストとして、幅広く
地域の皆様の期待に応えながら、なお一層ご活躍されま
すことをご期待申し上げます。結びに、本年が皆様にと
りまして希望あふれる輝かしい年となりますことを心から
ご祈念申し上げ、新年のご挨拶といたします。

茨城県議会議員

星田　弘司
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